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町税（町･道民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税）の納期

　令和４年度の各種税の納期は次のとおりです。忘れずに納めましょう。
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

納 入 期 日 4月30日 5月31日 7月1日 7月31日 9月2日 9月30日 10月31日 12月2日 1月6日 1月31日 2月28日 3月31日

町・ 道 民 税 １期 ２期 ３期 ４期
固 定 資 産 税 １期 ２期 ３期 ４期
軽 自 動 車 税 １期
国民健康保険税 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期

町　税　の　猶　予　に　つ　い　て

町税の免除 ・ 減免について

町・道民税の場合

国民健康保険税の場合

固定資産税の場合

軽自動車税種別割の場合

　次のいずれかに該当する事実があり、税金を納期通り納付することが困難な場合、納付することができない金
額を上限として、１年以内に限り徴収を猶予する制度があります。
　なお審査には資産状況、収入状況などの調査を行い決定の可否を判断するため、
必ず適用されるものではありません。
□ 震災、風水害、火災などの被害や盗難にあったとき
□ 納税者やその生計を一とする家族が病気、または怪我をしたとき
□ 納税者が事業を休廃止したとき
□ 納税者が事業で著しい損失を受けたとき

　特別な事情により納税が困難な場合には、申請に基づき、町税
が免除・減免される制度があります。

□ 生活扶助を受けることになったとき
□ �失業や病気などの理由により、生活が困窮するほど所得が激減
したとき

□ 災害による被害を受けたとき　など

□ 災害または盗難により損失を受けたとき
□ �病気や怪我により、昨年と比べて収入が減少し医療費が大幅に
かかったとき

□ 前年の所得が基準以下であった者が失業や休廃業となったとき
□ 昨年と比べて所得が激減したとき
□ 生活保護に準ずるほど生活維持が困難になったとき　など

□ 生活扶助を受けている者が所有する固定資産　など

□ �身体障害者または精神障害者が所有する軽自動車等（身体障害者または精神障害者と生計を一にする者が所
有する軽自動車を含む）で、当該身体障害者等と生計を一にするものが運転する車両１台につき減免するこ
とができます。

町税に関するお問い合わせは、税務係（☎01397－2－3404）までご連絡ください。

　住民課税務係では、個々の事情を考

慮した納税ができるように、相談を随

時受付しています。

　納税に関してお困りのことがありま

したら、お気軽にご相談ください。ま

た、電話での相談も受けておりますの

で、ご連絡をお願いします。

納税が困難な方は納税が困難な方は
早急に相談を…早急に相談を…

奥尻町役場　住民課税務係
☎01397－2－3404
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新刊図書案内 海洋研修センター図書室からのお知らせ

一般図書
•東京都同情塔/九段　理江　　　　　　　　　　　　•ともぐい/河﨑　秋子
•八月の御所グラウンド/万城目　学　　　　　　　　•成瀬は天下を取りにいく　成瀬は信じた道をいく/宮島　未奈
•変な家　変な家２～１１の間取り図～/雨穴
•イラストでわかりやすい！愛犬とのきずながぐーっと深まる本/ゆき
•あなたの知らない政治家の世界：スウェーデンに学ぶ民主主義/クラウディア　ワリン
•頭のいい人が話す前に考えていること/安達　裕哉

•氷河期の大石器工房ピリカ遺跡/長沼　孝

•新版　人体・新版　星と星座　（学研の図鑑LIVE）
•おなかのなかにおにがいる/小沢　孝子
•くだもの　だもの/石津　ちひろ
•おやおや、おやさい/石津　ちひろ
•どんどこ　ももんちゃん/とよた　かずひこ
•とうさんはタツノオトシゴ/エリック・カール
•角川まんが学習シリーズ　のびーる国語　４冊
　四字熟語・慣用句・ことわざ・カタカナ語

学芸員選定図書

児 童 書 図書室の蔵書検索は
こちらからどうぞ！

https://www.lib-finder.net/okushiri/

　法テラス江差法律事務所に着任したのは２年前の
１月１日でした。檜山地域のホワイトアウトや強風
の洗礼を受け、楽しみではありながらも少し不安を
有しての着任。しかし、そんな不安もすぐに吹き飛
びました。檜山の人たちは会う人会う人、気のいい
ひとばかりです。そしてどこで何を食べてもご飯が
美味しい。この２年の間に、すっかり愛着が湧きました。
　また、この２年間、多くの相談や事件を受ける中で、
対立当事者を含めていろいろな意見に触れてきました。
その多くは、しっかり話を聞けばどれも「その立場
に立てばもっとも」といえるものでした。この国のルー
ルが、「揉めたら法律で解決」である以上、法律で導
かれる結論に悔しい思いをする方もいたと思いますが、
法律によって導かれる結論は何らかの善悪を決める
ものではないということはお伝えしておきたいと思
います。
　さて、今年の１月１日、令和６年能登半島地震が
起きました。発災時、私は地元の石川県金沢市におり、
色々なものが棚から降ってくるという経験をしました。
金沢の被害は大きくなかったものの、地元が震災被
害に遭うということに大きなショックを受けました。
しかし、檜山に戻ってきてからほどなくして、檜山
の方々が能登へ復興支援に行っているという話を聞
き、また、至るところで募金箱と、そこにたくさん入っ
た義援金を目にしました。そこでも改めて、檜山の
人の温かさを感じたものです。僭越ではございますが、
石川を地元に持つ者の一人として御礼を申し上げます。
　檜山では本当にたくさんの方々にお世話になりま
した。この場をお借りして、公私で関わってくださっ
た皆様に御礼を申し上げます。
　４月１日付で、茨城県の下妻より樋口直久（ひぐ
ちなおひさ）弁護士が着任します。今後とも法テラ
ス江差をよろしくお願いいたします。
� （法テラス江差　弁護士　松田明子）

～退任のご挨拶～
法テラス江差通信法テラス江差通信令和６年度調理師試験の実施について

１　試験日時
　　令和６年（2024年）８月２２日（木）
　　午後１時３０分から午後４時まで
２　試験地
　　札幌市ほか道内８ヶ所
　　（試験会場は受験票により通知）
３　試験科目及び試験方法
　　�　食文化概論、公衆衛生学、栄養学、食品学、食品衛生

学及び調理理論についての筆記試験
４　受験資格
　　�　学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第５７条に規

定する者であって、多数人に対して飲食物を調理して供
与する寄宿舎、学校、病院等の施設又は飲食店営業、魚
介類販売業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業に
掲げる営業において令和６年(2024年) ５月１７日まで
に２年以上調理の業務に従事した者

５　受験願書受付期間
　　�　令和６年（2024年）５月７日（火）から同月１７日（金）

までに最寄りの保健所に提出のこと
６　提出書類
　　（１）調理師試験受験願書　　　　　１部
　　（２）調理師試験受験者整理カード　１部
　　（３）調理師試験入力通知書　　　　１部
７　受験手数料
　　６，９００円に相当する額面の北海道収入証紙
８　合格発表
　　令和６年（2024年）１０月１１日（金）
※受験案内の配付は、保健所で行います。
※�詳しくは、江差保健所企画総務課企画係までお問い合わせくだ
さい。電話（直通）０１３９－５２－１０５３
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源泉徴収義務者向けの「定額減税説明会」の開催

お知らせ

国民年金保険料学生納付特例制度のご案内国民年金保険料学生納付特例制度のご案内国民年金保険料学生納付特例制度のご案内国民年金保険料学生納付特例制度のご案内
　20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入し、納付しなければなりません。
　しかし、学生の方は一般的に所得が少ないためご本人の所得が一定以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予さ
れる「学生納付特例制度」があります。
　対象となる方は、学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校（修
業年限１年以上である課程）に在学する学生等で、ご本人の前年所得が次の計算式で計算した金額以下であること
が条件です。

　学生納付特例の承認期間は４月から翌年３月までとなりますが、承認を受けた次の年度も在学予定である場合、
４月始めに再申請の用紙が送られてきますので、引き続き学生納付特例制度をご希望の場合は必要事項を記入のう
えご返送ください。

　学生納付特例制度により、令和５年度に保険料納付猶予されている方で令和６年度も引き続き在学予定の方へ、
３月末に基礎年金番号等が印字されたハガキ形式の学生納付特例申請書を送付します。
　同一学校に在学されている方は、このハガキに必要事項を記入し返送いただくことにより、令和６年度の申請が
できます（この場合、在学証明書または学生証の写しの添付は不要です）
　なお、令和６年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付を希望される場合は納付書を送付いたしますので、
お手数ですが奥尻町役場・住民課国保年金係（☎２－3404）または、年金事務所までご連絡をお願いします。

◎国民年金保険料学生納付特例申請について

（所得の目安）128万円＋{扶養親族等の数×38万円}

事前予約制

　「令和６年度税制改正の大綱」（令和５年12月22日閣議決定）において税制改正の内容が決定され、この大綱に沿っ
た国税の改正法案が成立・施行された場合には、令和６年分所得税について定額減税が実施されることとなります。
定額減税の対象となる人は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が
1,805万円以下である人です。
定額減税額は、次の①及び②の金額の合計額となります。
①所得者本人・・・3万円　　②同一生計配偶者及び扶養親族（※）…1人につき3万円
※いずれも居住者に限ります。
　江差税務署では、源泉徴収義務者（給与等の支払者）の定額減税事務などについて動画やQ&Aのより説明する「定
額減税説明会」を開催いたします。説明会はLINEアプリ又は電話による「事前予約制」となっています。
　なお、定額減税の制度の詳細につきましては、国税庁ホームページの「定額減税特設サイト」に掲載しておりますので、
そちらもご覧ください。

お問合せ先　江差税務署　TEL：0139-52-6011（直通）

開催日時
令和6年4月17日（水）　令和6年4月23日（火）
令和6年5月15日（水）　令和6年5月23日（木）

時間はいずれも
①10:00 ～ 11:30　②14:00 ～ 15:30

開催場所 江差税務署　1階会議室　檜山郡江差町姥神町167番地1　江差地方合同庁舎
定　　員 10名

予
約
方
法
・
期
限

【LINE予約】
予約方法
①LINEアプリから国税庁LINE公式
　アカウントを友だち追加
②「トーク」画面から「申告相談又は説明会
　出席の申込」を選択
③「定額減税の説明会に申し込む」を選択
④税務署や来場希望日時を選択
⑤内容を確認して「申込」をタップ
⑥入場時に申込完了画面を提示
申込期限
開催日前日17時まで

【電話予約】
江差税務署
TEL：0139-52-6011（直通）
申込期限
開催日時前日17時まで

友達追加は
こちらから
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少雪における
水資源への
影響について

　水資源を融雪に多く依存する地域においては春先以降の
水利用や河川環境等に大きな影響が生じる可能性が懸念さ
れます。
　日本の水道水の場合、水源のほとんどが川や湖で、雪解
け水が少なくなると川に流れ込む水も少なくなり、水不足
の原因となります。
　今すぐ水不足が懸念されるものではないですが、節水を
心掛け、水を大切に使いましょう。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます！
　全国的に相続時に登記されないことが多く、登記
簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」
が全国で増加していることもあり、これまで任意
だった不動産（土地・建物）の相続登記が義務化さ
れることになりました。
・ 相続人は、不動産の取得を知って3年以内に、相

続登記しなければなりません。
・ 令和7年3月31日までは、不動産の価額が100万

円以下の土地に係る相続登記の登録免許税は免税
されます。

・ 正当な理由がなく相続登記をしない場合、10万
円以下の過料が科される可能性があります。

○函館司法書士会
　（相続登記の相談・依頼）※予約制
　０１２０－１３－７８３２
　受付：平日（１０：００ ～ １６：００）

○函館地方法務局
　（登記手続案内）※予約制
　０１３８－２３－９５３０
　受付：平日（８：３０ ～ １７：１５）

○函館土地家屋調査士会
　（表示に関する登記の依頼）※予約制
　０１３８－２３－７０２６
　受付：平日（１０：００ ～ １６：００）

お問い合わせ先

相続登記をされていない方、これか
ら相続登記をされる方は特にご注意
ください。

詳細はこちら➡

「高齢者の見守りサービス」「高齢者の見守りサービス」にに
高齢になって一人暮らしをしていると、何か緊急事態が起こったら…と心配になりますよね。
現在ではさまざまな高齢者見守りサービスがあり、利用する方が増えているようです。

町では、高齢者見守りサービスの利用を始める方に対し、その費用の一部を助成する事業を始めます。

　サービス利用を考える高齢者等の方へ情報提供するため、事業者の方から、サー
ビス内容についての情報を募集しています。
　保健福祉センター（2-3381）までご連絡をお願いします。

「高齢者見守りサービス」 を取り扱いできる事業者の方へ

対象者

助成額

助成方法

お問い合わせ・申請は　☞　保健福祉センター　２－３３８１　まで

一人暮らしの高齢者等

以下のいずれかの額を限度とします
①初期費用　２４，０００円
②月額利用料１２か月分と１５，０００円の、いずれか低い方の額
助成を希望する方は、サービス開始前に申請してください。
助成は、高齢者等1人につき1回が限度です。

利用を希望する方が、自分でサービスを選択します
例）・カメラやセンサー（電球やポット）などを設置する見守りサービス
　　・訪問や宅配、電話、ホームセキュリティなどによる見守りサービス

対象となる
サービス

費用の一部を助成します!!
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を納める月ですを納める月ですを納める月ですを納める月です
◎忘れずに納期（５月２日）までに納めましょう。
◎納税に便利な口座振替のご利用をご検討下さい。

軽 自 動 車 税
４月は４月は４月は４月は 国税の振替日について

　申告所得税及び復興特別所得税の振替日は４月23日（火）、
消費税及び地方消費税の振替日は４月30日（火）です。
　振替日の前日までに預貯金残高をご確認いただき、納税
資金のご準備をお願いします。

▶日　　時／5月15日㈬　9:30〜16:55 
▶学科会場／檜山建設会館
　　　　　（檜山郡江差町字円山299-15）
▶受 講 料／8,800円
▶申込期間／4月17日㈬〜5月1日㈬【定員20名】

▶日　　時／5月20日㈪　8:45〜17:15
　　　　　　5月21日㈫　8:45〜17:00 
▶学科会場／檜山建設会館
　　　　　（檜山郡江差町字円山299-15）
▶受 講 料／20,900円
▶申込期間／4月18日㈭〜5月2日㈭【定員30名】

▶日　　時／6月4日㈫　8:45〜16:20（学科）
　　　　　　6月5日㈬　8:55〜13:00（実技） 
▶学科会場／檜山建設会館
　　　　　（檜山郡江差町字円山299-15）
▶実技会場／亀田工業所作業ヤード
　　　　　（檜山郡江差町字桧岱217-3）
▶受 講 料／28,930円
▶申込期間／5月8日㈬〜5月22日㈬【定員20名】

▶日　　時／6月10日㈪　13:00〜17:00 
▶学科会場／檜山建設会館
　　　　　（檜山郡江差町字円山299-15）
▶受 講 料／9,900円
▶申込期間／5月27日㈪〜6月3日㈪【定員30名】

◎フルハーネス型安全帯特別教育 ◎職長・安全衛生責任者教育

◎ローラー運転特別教育 ◎建設業等における熱中症予防指導員研修

①受講料はすべて税込となっております。
②受講申込者が少数の場合、講習を中止する場合がございますので予めご了承下さい。
③期日前の受付はお受けできませんので予めご了承ください。
④問合わせ・申込みは、同分会（檜山建設協会内☎0139-52-1813まで）

建災防江差分会では、有資格者の充足を図るため、次のとおり講習会を開催致します。

講 習 会 受 講 者 の 募 集

地方税ポータルシステム
� （eLTAX）をご存じですか？

税金のお支払いをより
� 簡単・スムーズに！

　eLTAX（エルタックス）とは、地方税（法
人道民税や法人事業税など）の申告や納税な
どをインターネットを利用して行うことがで
きる自治体共通の便利なシステムです。
　郵送や窓口に出向くことなく、ご自宅や事
務所内にて申告手続きが完了しますので、積
極的な利用をお願いします。

　道税は、自宅やオフィスなどから、スマートフォンや
パソコン等を利用してキャッシュレスで納税できます。　
令和5年（2023年）4月からeL-QR(地方税統一QRコード)
が導入され、ますます便利になりました。
　詳しくは〈地方税お支払いサイト〉をご確認ください。
https://www.payment.eltax.lta.go.jp

檜山振興局税務課課税係
電話（０１３９）５２－６４７２

檜山振興局税務課
課税に関すること（０１３９）５２－６４７２
納税に関すること（０１３９）５２－６４７３

〔問い合わせ先〕 〔問い合わせ先〕
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航空機ダイヤ航空機ダイヤ
2024年4月1日～2024年4月30日

●JAL2891　函館発 11：45�→�奥尻着 12：15
　【HAC運航】
●JAL2890　奥尻発 12：45�→�函館着 13：15
　【HAC運航】

●JAL2895　丘珠発 11：25�→�奥尻着 12：15
　【HAC運航】
●JAL2894　奥尻発 12：45�→�丘珠着 13：35　
【HAC運航】

◆お問い合わせ先
　日本航空㈱奥尻空港所　☎3－2820
　※航空機発着時間はご遠慮願います｡
　ご予約･ご案内番号　☎0570－025－071

◎�離島割引がJAL Webサイトからご予約できるようにな
りました。詳しくは、下記へご連絡ください。

丘珠⇔奥尻直航便運航日 4月の金・日曜日

［丘珠⇔奥尻運航日は運休］

［奥尻⇔丘珠運航日は運休］

（事前に予約が必要）
　▶４月 11 日（木）  午後１時から
　▶４月 12 日（金）  午前８時10分から

　▶４月 11 日（木）  午後１時から

（午前中のみ、事前に予約が必要）
　▶４月 ９日（火）  午後１時から
　▶４月 1０日（水）  午前８時10分から

お知らせ・戸籍

奥尻町国保病院からのお知らせ
●４月の専門医の出張診療日●

※整形外科診療は当面の間休診となります。再開時期は
未定です。
　出張診療日程については、専門医や交通機関等の都合
により変更となる場合がありますのでご注意下さい。
◆お問い合わせ先　奥尻町国保病院　☎２－３１５１

道立江差病院

【 診 療 受 付 時 間 】
午前８時～11時30分（初診の方は午前９時～）
午後１時～２時30分
予約受付時間（定期患者のみ）午後１時〜午後４時

◆�診療日は予定であり、変更になる場合もありますので、
確認の上、受診してください。

北海道立江差病院
〒043-0022　檜山郡江差町字伏木戸４８４
☎0139-52-0036　FAX�0139-52-0098
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町の人口・世帯
住民基本台帳２月末現在
◯男 1,190 人 （－� 7）
◯女 1,067 人 （－� 4）
◯計 2,257 人 （－11）
　 1,426世帯（－� 9）

（　）は前月末比較増減

●総合診療科� 午前　月〜金曜日（受付：午前11時まで）
　 　
●整 形 外 科� 午前　月・水・木・金曜日（完全予約制）
� � 午後　金曜日（完全予約制）
　 　
●循環器内科� 午前　月〜金曜日
（初診は月・火・木・金曜日。水曜日の再診は予約のみ）
� � 午後　月・木・金曜日
（初診は月・金曜日。木曜日の再診は予約のみ）

　
●消化器内科� 午前　5・19日
� � （受付：午前11時まで）
� � 午後　5・19・25日
　 　
●呼吸器内科� 午前　金曜日（受付：午前11時まで）
� � 午後　木曜日
　 　
●神 経 内 科� 午前　12・26日　 　
●総合診療（外科）�午前　火・水・木曜日　 　
●外　　　科� 午前　12日（受付：午前11時まで）　 　
●小　児　科� 午前　月〜金曜日
� � 午後　火・木曜日（受付：午後３時〜４時）
　 　
●泌 尿 器 科� 午前　月〜金曜日
� � 午後　木曜日
　 　
●精　神　科� 午前　月〜金曜日（初診完全予約制）
� � 午後　月･火･水曜日（完全予約制）
　 　
●産 婦 人 科� 午前　9･15日（受付：午前11時まで）
� � 午後　9･16日
　 　
●耳鼻咽喉科� 午前　2･3･11･16･17･25･30日
� � （受付：午前11時まで）
� � 午後　10･24日
　 　
●眼　　　科� 午前　4･18日
� � （予約以外の初診受付：午前11時まで）
� � 午後　3･17･24日
�※コンタクトレンズは当院で以前調整した患者様のみ対応
　 　
●皮　膚　科� 午前　火曜日

矯正歯科診察

眼　科　診　療

耳鼻咽喉科診療

令和６年２月末現在

●寄附件数
	 3,058件
●寄附金額
	 54,265,900円
※令和５年度分集計

ふるさと納税の状況
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